
大型免許等取得費用助成金交付要綱 

 

（公社）秋田県トラック協会 

（目的） 

第1条 この要綱は、秋田県トラック協会（以下「秋ト協」という）の会員事

業者の従業員が、大型免許等を取得する場合に、その費用の一部を助

成することによって、業界内におけるドライバー確保と人材開発に資

することを目的とする。 

 

（助成対象） 

第2条 会員事業所の従業員として雇用されている者が、大型免許、中型免許(中

型８t の限定解除を除く)、けん引免許(中型・大型に限る)を取得する場

合に、その費用の一部を助成する。 

 

（助成期間） 

第3条 実施期間は、平成２８年４月１日から平成２９年２月末日までとし、

この間に費用を支払い免許を取得した者とする。 

  ２．その年度において、予算額に達した時点で事業の終了とする。 

 

（助成金額） 

第4条 会員事業者の従業員が、免許を取得した場合に次のとおり助成する。 

  ２．大型免許       １名   １００,０００円 

      中型免許      １名    ５０,０００円 

      けん引免許     １名    ５０,０００円 

  ３．補助の対象とするものは、教習所の費用、本試験の際の手数料とする。 

  ４．助成額は経費の半額とし、１名当りの限度額は上記の通りとする。 

１名で複数取得の場合は二つまでとする。 

  ５．補助額について１,０００円未満の端数は切り捨てとする。 

  ６．１社の限度額を２０万円とする。 

 

（助成方法） 

第5条 助成を受けようとする場合は、事前に「大型免許等取得費用助成申請

書」に所要事項を記入の上、秋ト協へ提出する。 

 

（交付決定） 

第6条 秋ト協は、前条の申請が適正であり、交付を適当と認めた場合は「 

大型免許等取得費用助成承認書」を会員へ交付する。 



 

（助成金の交付請求） 

第7条 取得が完了したときは、「大型免許等取得費用助成実績報告書（助成金

請求書）」により秋ト協へ申請しなければならない。 

  ２．前項の定める請求書には、各種助成金内訳書、在籍証明書（３カ月以

内のもの）、取得した免許証の写し、領収書の写しを添付しなければな

らない。 

 

（助成金の交付） 

第8条 秋ト協は、助成金の交付請求があった場合に、その内容を審査し適正

と認めたときは助成金を交付する。 

  ２．助成金は、原則として会員会社の口座へ送金するものとする。 

 

（助成金の返還） 

第9条 補助金を受けた者が、補助金を受けた日から１年間その会社に在籍し

なかった場合は、秋ト協は補助金の返還を求めることができるものと

する。 

 

 

《附則》 

１.この要綱は平成２２年５月２０日から適用する。 

２.平成２３年５月２４日改正、同年４月１日から実施する。 

３.平成２４年５月２３日改正、同年４月１日から実施する。 

４.平成２５年５月２９日改正、同年４月１日から実施する。 

５.平成２６年５月２２日改正、同年４月１日から実施する。 

６.平成２７年５月２５日改正、同年４月１日から実施する。 

７.平成２８年５月２５日改正、同年４月１日から実施する。 

 


